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            令和２年第１回川場村議会定例会会議録第１号             

 

令和２年３月６日（金曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第１号 

   令和２年３月６日（金曜日）午前９時００分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（８番・９番） 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 陳情文書表について 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 議案第 １号 川場村の区の設置及び組織に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ２号 川場村第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第 ３号 群馬県市町村公平委員会の共同設置について 

日程第 ９ 議案第 ４号 川場村公平委員会設置条例を廃止する条例について 

日程第１０ 議案第 ５号 川場村交通指導員設置条例を廃止する条例について 

日程第１１ 議案第 ６号 川場村交通安全条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ７号 川場村職員定数条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第 ８号 川場村税条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第 ９号 川場村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１０号 川場村印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１１号 川場村議会の議決に付すべき事件に関する条例について 

日程第１７ 議案第１２号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１３号 村営川場牧場の設置及び管理に関する条例について 

日程第１９ 議案第１４号 川場村監査委員条例の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第１５号 村道路線の認定について 

日程第２１ 議案第１６号 川場村スポーツ施設（川場村体育館、川場村テニスコート、川場村スポ

ーツ公園）の指定管理者の指定について 

日程第２２ 議案第１７号 川場村桐の木平キャンプ場の指定管理者の指定について 

日程第２３ 議案第１８号 通所介護施設「川場村老人デイサービスセンター」の指定管理者の指定

について 

日程第２４ 議案第１９号 令和元年度川場村一般会計補正予算（第４号）について 
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日程第２５ 議案第２０号 令和元年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

日程第２６ 議案第２１号 令和元年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第２７ 議案第２２号 令和元年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

日程第２８ 議案第２３号 令和元年度川場村水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第２９ 議案第２４号 令和元年度川場村下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第３３ 議案第２５号 令和２年度川場村一般会計予算について 

日程第３４ 議案第２６号 令和２年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第３５ 議案第２７号 令和２年度川場村介護保険事業特別会計予算について 

日程第３６ 議案第２８号 令和２年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第３７ 議案第２９号 令和２年度川場村水道事業特別会計予算について 

日程第３８ 議案第３０号 令和２年度川場村下水道事業特別会計予算について 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１０人） 

         １番  星 野 孝 之 君        ２番  飯 塚 貞 次 君 

         ３番  丸 山 敏 雄 君        ４番  黒 田 まり子 君 

         ５番  新 木 敏 郎 君        ６番  津久井 俊 雄 君 

         ７番  細 谷 市 衛 君        ８番  角 田 文 雄 君 

         ９番  角 田 宣 治 君       １０番  小 菅 秋 雄 君 

欠席議員（なし） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

    村     長  外 山 京太郎 君   副  村  長  宮 内   実 君 

    教  育  長  宮 内 伸 明 君   総 務 課 長  角 田 圭 一 君 

    住 民 課 長  宮 田 重 雄 君   健康福祉課長  桒 原 達 也 君 

    むらづくり振興課長  戸 部 正 紀 君   田園整備課長  小 林   巧 君 

    教育委員会事務局長  布 施 伸一郎 君   会 計 管 理 者  入 澤 栄 子 君 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  田 中 玲 子     書     記  小 林 伸 寛 
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◎議長挨拶 

○事務局長（田中玲子君） ただいまから、令和２年第１回川場村議会定例会が開かれます。 

 開会に当たりまして、議長から挨拶があります。 

○議長（小菅秋雄君） 定例会開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日ここに、令和２年第１回川場村議会定例会が招集されたところ、議員各位には公私極めてご多

忙のところご参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、今期定例会は、一般会計及び各特別会計の新年度予算を初め、重要な案件を審議する議会で

あります。議会といたしましては、提出される全ての案件に対しまして十分に審議を尽くし、村民の

要望を村の諸施策に反映すべく努力したいと存じます。 

 議員各位には、適切な議会運営に努められますとともに、執行部の皆様方の格別なるご協力をお願

い申し上げて、開会に当たりましての挨拶といたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

○事務局長（田中玲子君） 続きまして、村長から議会招集の挨拶があります。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、令和２年第１回川場村議会定例会を招集いたしましたところ、小菅議長を初め議員各位のご

出席をいただきまして、ここに開催できますことを心から御礼を申し上げます。 

 中国湖北省武漢が発祥とされる新型肺炎により、政界経済が低迷に陥り、日本でも各種イベントが

中止・延期されるなど、影響ははかり知れないものがあります。昨年１２月に原因不明の肺炎として

報道されて以来、対策のおくれ等もあり、人から人への感染により、私たちは不安な日々を送ってお

ります。 

 先月２月２７日に安倍首相から全国の小・中・高校などに一斉の臨時休校の要請がなされました。

川場村では、翌日、関係者に参集をいただき、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、協議し

た結果、小・中学校を３月２日から４月６日までの間、臨時休校とする決定をいたしました。部活動

は中止、スポーツ少年団には活動の自粛を要請し、保護者の負担軽減策としてこども園や文化会館図

書室は通常開放し、学童クラブに至っては、開所時間を早めるなどの対応をすることといたしました。 

 世界各国で感染症発症が報告され、各国において渡航禁止や入国拒否などが続いております。早期

の鎮圧と東京オリンピックへの影響がないよう、政府には万全の対策を期待するところであります。 

 過日、３月２日、小・中学校臨時休業による地方の声を国政に届けるべく、新型コロナウイルス感

染症対策要望書を携え、自民党二階幹事長のもとを訪れ、財政支援や子供やその家庭への配慮を要望

してまいりました。 

 オリンピックムードが日々高まる中、さらに機運を高めるべく、元オリンピックフィギュアスケー
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トメダリストの鈴木明子さんを招いて村民文化講演会を予定したところでありますが、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、やむなく中止をしたところでありますが、４月１日に川場村で行われる

聖火リレーが盛会のうちに開催され、世紀の一大イベントとして記憶に残るものとなるよう、議員各

位のご協力をお願いするものであります。オリンピックを契機として、外国からの来訪客、いわゆる

インバウンド対策は今後、重要なポイントとなることは言うまでもありません。新型コロナウイルス

により大きな打撃を受けた観光産業を活性化させるそのためには、川場村を四季折々楽しむことがで

きる環境整備に努めることが求められています。 

 川場村の風物詩であり、春を呼ぶ川場村の伝統行事でもあります門前春駒まつりもインバウンド対

策としての一面を有しているものであり、先月１１日は、大勢のカメラマンが撮影に訪れ、観光客の

目を楽しませていました。長い歴史を持つ川場村の伝統を多くの人々に伝え、継承していくことこそ

が今の私たちの務めと存じます。 

 その伝統芸能「春駒」を題材とした創作劇「春駒日記」の公演も延期となり、村民皆様にご不便を

おかけいたしますことに、深くお詫びを申し上げます。 

 本年度は、異常気象とも言えるほど雪が少なく、集中豪雨や台風被害が日本各地で発生いたしまし

た。日本の気象災害レベルが新たな段階に入ったことは間違いなく、想定外の災害が発生した場合に

備えて、あした３月７日には、災害時訓練の一つとして災害援助物資である木炭を村民へ配布する訓

練を行い、職員の防災・減災意識の改革にもつなげていきたいと考えているところであります。 

 さて、本定例会での提案案件は、条例の制定２件、条例の一部改正９件、条例の廃止２件、指定管

理者の指定３件、その他２件、一般会計及び特別会計の補正予算案６件、一般会計及び特別会計の当

初予算案６件、合わせて３０件であります。 

 いずれの案件も慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、本定例会招

集の挨拶とさせていただきます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会・開議 

   午前９時０８分開会・開議 

○議長（小菅秋雄君） ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから令和２年第１回川場村議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において８番角田文雄君、９番角田宜



－6－ 

治君を指名いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１１日までの６日間にしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月１１日までの６日間に決定いたしました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（小菅秋雄君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 去る２月１９日、群馬県市町村会館、大会議室において、群馬県町村議会議長会の定期総会が開催

され、出席いたしました。定期総会では、全国町町村議会議長会の町村議会表彰、自治功労者表彰の

伝達、並びに群馬県町村議会議長会表彰及び群馬県知事感謝状の贈呈が行われました。 

 議事では、副会長の補欠選任の承認、平成３０年度の事業報告及び一般会計歳入歳出決算認定並び

に令和２年度の事業計画及び一般会計予算等の議案が提出され、全て原案のとおり決定されました。

お手元に表彰を受けられた方等の名簿をお配りしてございますので、ごらんいただければと思います。 

 議員派遣についての報告は、お手元に配付した一覧表のとおりでありますのでごらんください。 

 これで諸般の報告を終わります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 陳情文書表について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第４、陳情文書表についてを議題といたします。 

 お手元に配付してあります陳情文書表について、所管の委員会に付託し、十分に審議をお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） それでは、読み上げます。受理番号１番、２番を総務文教常任委員会に付託

いたします。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。それでは、よろしくお願いいたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（小菅秋雄君） 日程第５、一般質問を行います。 
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 質問の通告がありますので、順番に発言を許します。 

 最初に４番黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

最初に、新型コロナウイルス感染症対策について伺います。 

昨年１２月、中国の武漢での感染が確認されて、それ以来、初期の対応のおくれから、現在では

全世界に感染が広がっております。３月２日には、世界保健機構、ＷＨＯが新型コロナウイルスの感

染による死者は全世界で３，０００人を超え、この世界的流行は未知の領域に突入したと発表しまし

た。日本でも連日感染者がふえております。対応いかんではさらに感染者を増加させ、各地での医療

対応のキャパシティを超え、医療崩壊を起こしてしまうのではないかと危惧されています。 

そこで、川場村の現在の状況と感染症対策について伺います。 

１、現在の利根沼田地域の状況と、感染した場合、患者に対応する病床数及び県内における感染

症専門医療機関との連携体制について、どのようになっていますでしょうか。 

２、村内、村民への周知、情報伝達方法について。 

３、スキー場、田園プラザ、宿泊及び温泉施設などの観光施設での対応について。 

４、小・中学校、こども園、学童、デイサービス等の対応について。 

５、災害弱者、高齢者などの要援護者への対応について。 

６、感染症対策に必要な医薬品、その他物資の備蓄状況について。 

以上、６点についての対応を伺います。 

それに続きまして、現在の課題と今後の取り組みについてどのようにお考えでしょうか。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 黒田議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

 ご質問の新型コロナウイルス感染症対策に係る、現在、利根沼田地域の状況と感染した患者に対応

する病床数及び県内における感染症専門医療機関との連携体制についての質問ですが、群馬県健康福

祉部に確認したところ、病床数は非公開、感染症指定医療機関は県内１２病院となっております。利

根沼田地域については１病院です。感染の疑いがある場合は、まず利根沼田保健福祉事務所へ連絡の

上、指定した医療機関に受診することになります。その後、万一感染が確認された場合は、指定医療

機関から群馬県健康福祉部へ連絡が入り、利根沼田保健福祉事務所を通じて、感染者の所在地の市町

村にも連絡が入るようになっております。 

 また、群馬県では、２月１０日に対策本部を設置しており、本村においても２月２８日に対策本部

を設置いたしました。 
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 次に、周知・情報伝達ですが、群馬県と同様に、川場村ホームページに随時掲載、必要であれば防

災無線等を利用し、迅速に対応したいと思っております。 

また、観光施設における対応についてですが、去る２月２１日に川場スキー場・川場村観光協

会・川場田園プラザ等には、村保健師同伴による個別指導及び情報共有の徹底等を指導してまいりま

した。 

また、学校・こども園・学童クラブ・デイサービスセンターについても、厚生労働省・群馬県及

び川場村のホームページ等からの情報収集をしていただくよう依頼したところでございます。 

 今後につきましては、群馬県からの情報提供があれば、その都度、村健康福祉課から各施設へ情報

提供をしてまいります。 

 次に、災害弱者・高齢者への対応といたしましては、現在も行っております村保健師・地域包括支

援センター職員による相談対応を行っております。 

 また、万一感染してしまった場合には、群馬県が中心となり、患者の追跡調査・感染経路の確認・

健康調査・情報収集等を行うとのことです。 

 感染症対策に必要な医薬品・その他物資の備蓄状況でございますが、マスクについては、大人用３

５０枚程度です。２月２５日付で群馬県より備蓄用マスクがある市町村は医療機関へ放出の協力依頼

が来ております。 

 消毒液については、備蓄はほとんどありません。しかし、使用目的にもよりますが、嘔吐物の処理

やトイレのドアノブ等の消毒には、ご家庭にある台所用漂白剤などを希釈して使用するか、また、川

場村の水道施設で使用している次亜塩素酸ナトリウムを希釈して消毒液をつくる方法もございます。

これにつきましては、常時納品可能と業者に確認しておりますので、問題はございません。また、手

消毒用液につきましては、洗浄除菌水生成装置が設置してある施設がありますので、問題はありませ

ん。この生成装置は専用添加液１リットルで８００リットルの除菌液が生成できます。 

 いずれにいたしましても、現在のところ、村民からの新型コロナウイルスについての問い合わせ等

はございませんが、引き続き、手洗い・咳エチケット等の対策を徹底するなど、感染拡大の防止につ

ながる行動にご協力をお願いしたいと思っております。 

 また、現時点においては、国も今後の感染の広がりや重症度を見ながら、適宜見直すこととしてお

ります。今後につきましては、国や県からの情報を注意しつつ、万全な体制を整えていきたいと考え

ておりますので、特段のご理解を賜りますようお願い申しあげ、答弁とさせていただきます。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） 最初の６点について、３点ほど伺いたいと思います。 

 村民への周知、また情報伝達ですけれども、この情報伝達に関しては、今、ホームページに出てい

ますが、この利根沼田圏内では川場村がホームページ上で伝達を流すというのが一番遅かったんです
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ね。それで、その時に私は、担当課にまいりまして、どのようになっていますかということをお伺い

したんですけれども、その時点では広報に載せるつもりでいるような話を伺ったんですね。やっぱり

こういうのは先手を打って早目に、なるべく一人一人に情報が届くのが一番だと思うんですね。的確

な情報が伝わることが不安を解消しますし、また、感染予防にも大いにつながると思いますので、こ

れからの情報伝達に向けて、もう少し積極的に、一人一人にちゃんと情報が伝わるように努力をした

らいいのではないかと思います。それが１点です。 

 もう一つは、小中学校・こども園・学童・デイサービス等というところでちょっと伺いたかったん

ですけれども、 

現在、村民からの問い合わせもないということで、小さな村で子供たち一人一人目も届くということ

で、親御さんからのそういう問い合わせはないのかもしれませんが、学童で言えば、今度、１日８時

から夕方まで見ていただけるということですが、これに関して新規は入れないということになってい

ます。ここに来て、ご家庭によっては今まで学童ということは考えてこなかったけれども、この新型

コロナの対策予防なりで、職場の関係なんかで、もしかしたら学童を望んでいる方もいるかもしれな

いと思います。その点はいかがでしょうか。 

 また、学校等で学校給食が、ここ、バッとなくなってしまったものですから、当然、随時食材など

は買ってあるものもあるかもしれないし、これから買おうと思っていたものもあるかもしれないんで

すけれども、その学校給食に関してもお伺いしたいと思います。以上よろしくお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 村民のための情報提供ということでございますが、ホームページ等につい

ては、若干おくれございましたが、そういう中で、川場村の村民がホームページ等を見られる方、ま

た、見られない方等々ございますので、あの時点では、３月１日の広報等で周知をしようというとこ

ろであったわけでございますが、急に、２月２７日にああいった総理の要請等があって、急に国のほ

うで進展をしたということでございますので、国・県の指導に基づいて、川場村のほうもやっていき

たいということでございますので、今後、新たな動き、また、幸いにして今、群馬県は感染者がいな

いということでございますので、そういった感染者が群馬県等にあらわれた場合においては、また県

の保健福祉事務所等にご指導をいただきながら、しっかりやっていきたいというところでございます。 

 また、学童につきましては、新規は入れないということではなくて、要望等があれば、それはまた

検討していくということでございますので、本来、３月ということでございますので、春休みには多

くの方を受け入れる予定がございますので、それについての前倒しということがございます。そうい

う中で、親御さんのほうからどうしても面倒が見られないということであれば、それはまた担当課の

ほうにご相談をいただければ、定員等は決まっておるわけでございますので、小学校の人数がそのま

ま学童保育に移行はできないわけでございますので、その点はご理解をいただきながら、努めていき
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たいということでございます。 

 それから、３番目の給食につきましては、川場村につきましては、これは世田谷のほうに委託をし

ているということでございますので、常時世田谷のほうでは、いつ再開ができても準備は整える状態

にはしていただいているということでございます。食材等については、また仕入れた物、買うべき物

等々はあるわけですが、幸いにして世田谷のところに委託をしているということでございますので、

世田谷の施設等でそういったものを使うときには使っていただいて、もし、この１カ月間、事態が収

束をして、再開できるようなことであれば、それはまた、給食はいつでも再開できるような準備を進

めていくということでお願いをしているところでございます。以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） ありがとうございます。 

 給食に関しては世田谷がやっているということで、食材も無駄なく使えるのかなと、小さな村なら

ではなおさらだと思いました。 

 また、情報伝達ですけれども、先ほど、最初のお答えの中で、防災無線等も使っていきたいという

お話がありました。また、川場村の携帯連絡網システム「集めーる」がありますので、それも十分に

使ったよいのではないかと思います。 

そして、質問です。今、国会では新型インフルエンザ等対策特別措置法が議題に上がって、大変

活発な議論をされていますが、また、それと付随して、各自治体に新型インフルエンザ等対策行動計

画というのがございます。群馬県もこれに沿って、群馬県の新型インフルエンザ等対策の行動計画を

基本に感染対策を行っているというお話も聞いております。川場村にも新型インフルエンザ等対策行

動計画というのがございます。こちらを見ますと、現在の状態というのが、国内発生早期ですね、そ

れから、国内感染期にはっていると思われます。この行動計画を見ると、先ほどの村長の答弁から言

うと、国からの指示があって、県があって、また利根沼田の保健所にあって、また村に来て、それか

らというようなお話でしたんですけれども、村もそれを待つだけではなくて、村独自に、村としてど

ういうことができるかというのを、今考えていかなければいけないと思います。そのために、この行

動計画を見ますと、今の時期で言えば、いろんな対策は書いてあります。住民の生活及び経済の安定

を確保というのがまずその中にもあります。その中の、村の業務の継続だとか、それから、要援護者

の対応ということで、例えば、ひとり暮らしのご老人であったり、二人暮らしで暮らしていた高齢な

家庭が、もし一人が感染してしまって、病院に行った、隔離されたということがあって、それは医療

関係の対応になると思うんですけど、その場合に、じゃあ一人、もしかしたら家庭に残るかもしれな

い。そういうときには大いに村が村民の、村民は家族ですから、村民の命と健康を守るということで、

村独自にやらなければならないこともあるのかなと思います。 

この計画書を見ますと、要援護者、そのときに助けが欲しい人に対して、そのときの食料品、生
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活必需品等の供給状態に応じて、その要援護者に対する食料品、生活必要品等の確保、配分、配布等

を行う等々のことが書いてあるんですね。村長、この川場村の新型インフルエンザ等行動計画という

のをごらんになっていらっしゃると思うんですけれども、こういう県等の支持を待たずに、村独自に

村民の命と健康を守るという点では、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 今、ご指摘の計画書につきましては、これはインフルエンザ等ということ

でありまして、それが今回のコロナウイルスに即移行するということではない。国においてもやはり

そういったことで、新しい法律のもとに施行しようということで、きのう、おとといあたりは安倍晋

三総理が各党に回ってお願いをしているということでありますが、２７日に発令をされた、この小・

中・高の休校についても、これはあくまでも要請であって、これについてはやはり拘束権はないと。

やっぱり、これ以上感染が広がったときには、そういった強い指導・指示ができるような法律を、今

やるというのは、国のほうでございます。そういう中で、今ご指摘ございましたように、村としてと

いうことでございますが、なかなかやはりこういった、インフルエンザと今回の新型肺炎というのは、

なかなか国のほうでも原因追及がまだできないという中での、対策がまだおくれているということで

ございます。村は、小さい中で動けるところはございますので、先ほど申しましたように、群馬県内

でやはり感染者が発生をしたということであれば、緊急にそういったところを県の指導を仰ぎながら

やっていかなければならないということでございますが、村は保健師も、各、先ほど言われました生

活弱者の人たちの顔も見えている状況でございます。また、一人世帯、二人世帯の方も、そういった

ところで掌握はしてございますので、そういった、近々にやはり迫ったところにおいては、緊急にま

た対策本部の会議を開催して、早急に対応するということを考えておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） コロナウイルスに関しては最後の質問とさせていただきます。 

 ＷＨＯで言えば、家庭内での感染率は約８０％となっています。実際に手洗い、くしゃみとか咳を

したときのエチケットとか、そういうことが基本になるのかなとは思いますけれども、再三申し上げ

ますように、こういうものは、そういうときにお年寄りだとか、障害のある方だとか、そういう方に

は情報が行きにくいというのが常でありますので、ぜひそういうところにも余計に目を向けて対策を

練っていただきたいと思います。 

 この新型インフルエンザ等は違うということですが、ここにはインフルエンザ等とあります。あら

ゆる感染症に対応できる基本的なものは、この行動計画の中にあります。これを見ますと、本当にい

ざとなったときに何ができるかということがよく書いてあると思いますね。危機管理においては、計
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画や準備に関しては、悲観的に行って、実際それを使うときには楽観的に動くというのが危機管理の

基本だそうです。改めて、村民は全員家族だという思いの中で、例えば家族でしたら、消毒液がなか

ったらどうしようというときに、次の手を打って、多分もう家庭内に置いておくと思うんですね。だ

から、村自体ももう少し切羽詰まった、あしたなり、きょうなり、何が起きてもある程度対応ができ

るぞという準備をしていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 計画書に基づきまして、担当課長がそのことにつきましては、今、いろい

ろな形で準備を進めているということは聞いております。そういう中で、今、お話がありましたよう

に、マスク等は先ほど申し上げた数字でございますが、これについても政府が今、一括で買い上げて、

特に感染の拡大の広がっている北海道のほうには重点的に配布をするということは聞いておりますが、

今一番心配しているのは、医療機関にそういったものがないということでありますので、まずはやは

りそういったところに充実を目指していただいて、これについては、この新型コロナウイルス以外の、

日々、手術や、また子供の出産等、医療の場面では必ず必需品でございます。そういったところが事

欠くと、また違った方面で波及をするという危険性がございますので、村民の方については、できる

だけこの免疫力を高めるということでありますので、よく食事をとって、よく睡眠をとって、やはり

そういったこともできるだけ体の中に入らないように努めていただくということでございます。消毒

液等は常にできる状況でございますので、そういったものも村民のほうに配れる状況にはしておりま

すので、そういったところを含めて対策を講じてまいりたいということでございますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） では、次の質問に移らせていただきます。 

 続きまして、２番目の質問です。子育て支援についてです。 

 新年度から計画期間が始まる「川場村第２期子ども・子育て支援事業計画について、川場村の子育

て支援政策について、今後の計画について伺っていきたいと思います。 

 川場村第二期子ども・子育て支援事業計画について、この事業計画に対する村長のお考えがどのよ

うなものでしょうか。 

 ２つ目、川場村第２期子ども・子育て支援事業計画では、子育て世代の包括支援センターの設置と

地域子育て支援センター設置の検討をするとありますが、具体的な内容及び進め方をお聞かせくださ

い。よろしくお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 
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○村長（外山京太郎君） 黒田議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

 ご質問の川場村第２期子ども・子育て支援事業計画について、事業計画に対する村長の考えについ

てでありますが、川場村子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法を初めとする関係立

法に基づき、本村においては、「川場の子どもは川場の宝」を基本理念として、平成２７年度に策定

いたしました。新たな制度のもと、認定こども園の創設や、旧幼稚園舎を活用したかわば学童クラブ

の整備、母子保健充実など、子ども・子育て支援施策を総合的に推進してまいりました。このたび、

令和元年度をもって、同計画期間が終了いたします。今現在におきまして、第２期計画が策定される

運びとなっております。今回の計画は、子ども子育て支援法に基づき、川場村子ども・子育て会議委

員として、子育てに従事する保護者である村民や、有識者に対し委嘱をいたしまして、会議を開催し

てきました。また、平成３０年度には、未就学児の保護者、小学校３年生までの児童の保護者全員を

対象にニーズ調査を行いました。この調査結果に基づき、子育て会議での議論をもとに計画が策定さ

れるものであります。 

 計画では、次の５つの基本目標のもと施策を展開してまいります。 

 １つ目に、地域における子育て支援の充実、２つ目に、教育環境の整備、３つ目に、母子保健施策

母子保健施策の充実、４つ目に、子ども・家庭の状況に応じた支援、５つ目に、子どもや子育て家庭

を支える地域づくりであります。この計画をもとに、次代を担う子供たちの健やかな成長と、その親

が安心して子育てできる環境づくりを、行政と地域全体で強く推進していく決意でございます。 

 続きまして、子育て世代包括支援センターの設置と地域子育てセンター設置の検討についてであり

ますが、子育て包括支援センターにつきましては、妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談や支援

をワンステップで行うとともに、全ての妊産婦の状況を継続的に把握し、要支援者には支援プランを

作成するものであります。 

 国では、令和２年度末までにセンターの設置の全国展開を目指すとの方針から、本村におきまして

も保健師を増員し、設置に向けて準備を進めており、より利便性の高いものとなるよう推進してまい

ります。 

 次に、地域子育て支援センターの設置につきましては、第１期計画にもありました地域子育て支援

拠点事業の一つであり、公共施設やこども園等の地域の身近な場所で乳幼児のいる子育て中の親子の

交流や育児相談、情報提供等を実施する事業です。本村でも、かわば森のこども園と第１期計画期間

中にも設置に向けた協議をしてまいりましたが、こども園では事業受託に前向きでありましたが、セ

ンターにつく職員は地域子育て支援拠点事業専任でなければならないため、園で職員を充てる余裕が

ないことから、設置は見送っているのが現状であります。しかし、在宅の未就園児のお子さんが主な

対象になろうかと思いますが、こども園では、保育相談や園庭開放を自主事業で行っております。ま

た、本村においても、やんちゃクラブや子育て教室を定期的に実施し実施し、民生委員による子育て

サロンも月に一度実施していることから、子育て世代間への情報提供、そして共有などの支援はおお
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むね整っていると思います。 

 今後につきましては、出生数が減少傾向にあり、こども園へ入園するお子さんは減少傾向にありま

す。第２期計画は令和６年度末までの期間となっておりますが、その間における本村における子育て

環境とニーズを検証しながら、地域と行政がつながる子育て支援を進めていきたいと考えますので、

議員各位におかれましても、特段のご理解を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきま

す。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） ありがとうございます。 

 本村は本当に小さい村で、少子化ということで、子供たちの数が少ないということで、逆に子供た

ちの顔が一人一人わかって、とてもコミュニケーションがよくとれた、いろんな活動の中でもいい活

動がたくさんありますので、改めて何か支援センターみたいなのをつくらなくても、結構できている

ことがあるかなとは思うんですけれども、この支援計画を見ていましても、前年度つくったときと、

今回と見ますと、もう明らかに、村長もおっしゃるとおり、少子化が進んでいます。より危機感を持

ってこの６年までの計画を進めていかなければいけないと思います。 

 今、地域と行政が協働でということですね、地域と行政と、それから企業という点ではどうでしょ

うか。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 桒原達也君発言〕 

○健康福祉課長（桒原達也君） 黒田議員の質問ですが、企業を巻き込んでという話ですか。 

 企業を巻き込んでという話ですけれども、うちのほう、企業的にも、新しい水工場ですとか、ほた

か会ぐらいで、大きな企業とうのありませんけれども、おいおい、これらにつきましては、毎年見直

しをしますので、この検討委員といいましょうか、委員と話し合って、毎年、直すところは直す、加

えるところは加えるというような考えでおります。以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） 確かにそんなに大きな企業はないんですけれども、女性が働いている場所

が幾つもあります。その働く場での意識改革というのも、子育て支援には大いに必要なことだと思い

ます。 

 また、続けます、子育て支援センターですけれども、昨年１１月に長野県阿智村へ、阿智村と下之

城にですね、若者・子育て支援の取り組みについて総務文教常任委員会で視察をさせていただきまし

た。阿智村の子育て支援センターの取り組みには学ぶことが大変多くありました。阿智村は高齢化率

が３０％を超え、少子高齢化や都市部への人口流出などから、特に山間部の集落の人口減が進んでい
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まして、限界集落も出るんじゃないかと心配されるほど顕著な少子高齢化が進んでいました。その状

況下で、若者・子育て支援の取り組みは大変力を入れていまして、子育て支援センター、あちっ子プ

ラザを中心に、民生課、保健センター、子育て支援室、教育委員会が連携した取り組みを行い、妊娠

から子育て、教育へと、その時々のフォローを、支援をスムーズに行われているように思いました。

この子育て支援センターでは、子育て支援専門員、それから、子育て支援員、それから、児童家庭相

談主事、それから、放課後児童支援員、臨床心理士、保健師、栄養士、社会福祉士など、２２人の人

たちが各スキルを生かしてこの子育て支援センターを応援しておりました。先ほども村長のお答えの

中で、県からの職員がなかなか余裕がないことで、やっていけないというお話もありましたが、ぜひ、

生まれてから、妊娠して、赤ちゃんから学校へ行って、卒業するまで、トータルで各担当の保健福祉

課なり教育委員会が、本当に重なって、いいところを重ねて、子供たちの支援に当たれるような、そ

ういう子育て支援センターをつくれるように、一層努力をしていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ご指摘の、村におきましても少子高齢化ということで、先般、川場村ニュ

ータウン等分譲したところ、１４区画において、人口については約６０名、０歳から１５歳までが１

８名ということで、人口増、特に子供、数がふえたというところでございまして、そういった方は村

外からの移住ということでございますので、そういった方が各地区においても、今現在、村外からの

移住者の新築等も徐々にふえているということでございますので、新たに村民になった方に対しては、

そういったものも今後充実していく必要があるからということでございますが、また、そういったこ

とは、庁内、そしてまた広く村民を参入をしていただき、形としてそういった組織ができればという

ことでありますが、まだ川場村についてのこれからということでございますので、議員各位にご指導

をいただきながら、整備するものは整備していくということでございますので、ご協力、ご理解をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） ありがとうございます。 

 「川場の子どもは川場の宝」ということで、子育て支援、子供たちに投資をするということは、川

場村の未来に投資をするということなので、子育て支援、また若者が住みやすく、また川場村が「子

育てするなら川場村がいいよね」というふうに言われるようになっていったらいいなと思います。よ

ろしくお願いします。以上で終わります。 

○議長（小菅秋雄君） 以上で、４番黒田まり子さんの質問は終わりました。 

 次に、８番角田文雄君。 
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              〔８番 角田文雄君発言〕 

○８番（角田文雄君） おはようございます。 

 インフルエンザの予防接種に伴う公費負担について、議長より発言の許しを得ましたので、通告の

とおり質問をさせてもらいます。 

 今回の質問は、川場村の子供たちが健康でたくましい子に育ち、川場村の宝になっていただくこと

を願いながら質問するものでございます。 

 乳幼児を初め、子供たちは国で定めた予防接種法によりさまざまなワクチンや予防注射などを接種

し、健康で安心な生活を送っています。しかし、インフルエンザの予防接種については、法律の定め

がなく、任意によるものとなっています。小学校や中学校などでは、集団での生活が多く、インフル

エンザの感染率が非常に高まり、学級閉鎖が毎年発生しているのが現状ではないでしょうか。 

 インフルエンザ予防接種ですが、生後６カ月以上、中学３年生以下の乳幼児・子供が中心になりま

すが、効果を高めるために２回の接種が必要であり、接種費用も医療機関によって約７，０００円か

ら８，０００円くらいとなっています。子供が多い家庭では、経費の負担増により予防接種を受けた

くても受けることができないのが現状ではないでしょうか。 

 村民全体を対象と考えればよいのですが、まずは抵抗力の弱い乳幼児から中学生及びその保護者も

含め、インフルエンザの発症・感染を防ぎたいものです。利根郡の町村並みに接種費用の一部を川場

村でも負担してくださるようお願いし、村長の見解をお伺いいたします。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 角田文雄議員の一般質問にお答え申し上げます。 

 ご質問のインフルエンザ予防接種に伴う公費負担についてでありますが、川場村では、生まれた子

供たちが健やかに育つようにと、子育てに対し総合的に支援するため、子育て支援金を平成２２年度

より出生時に第一子１０万円、第二子２０万円、第三子以降３０万円を支給し、加えて小・中学校入

学時にそれぞれ５万円を支給しております。 

 この子育て支援金は、その都度、役場の窓口に申請し、補助金交付を受ける等の手間を省くことと、

事務の効率化を図るため、一時金での支給としております。 

 また、母子手帳交付時には、子育て支援金等に関するパンフレットを配布し、インフルエンザの予

防接種等、子育てにお役立ていただくよう説明をしております。なお、本村の子育て支援金について

は、周辺市町村からも手厚い支援と評価をいただいておりますことをご理解をいただければありがた

いと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（小菅秋雄君） 角田文雄君。 

              〔８番 角田文雄君発言〕 
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○８番（角田文雄君） 確かに川場村は子育て支援にほかの町村から見れば力を入れていると思いま

す。しかしながら、２０１９年１月から１２月までの出生時の支援金の受給者は１０人、入学祝い金

は６０人前後になると思います。もう少し受給者がふえるといいんですが。 

 この子育て支援金支給条例は、子供たちが健やかに成長し、地域社会の活性化に寄与することを目

的としたものでございます。これらのインフルエンザの予防対策を強調するのであれば、条例を一部

改正して対応することで、村民は理解すると思います。村内でのインフルエンザ予防接種対象者は生

後６カ月から中学生までで約４００人、保護者を含めると６００人程度になると思います。川場の子

供みんなが元気であれば村も元気になり、医療費の抑制にもつながると思います。そこで、再度村長

にインフルエンザ予防に対する考え方をお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 今、ご指摘のように、そういったことで抑制等もありますが、先ほど申し

ましたように、子育て支援金、また小・中学校の入学時等に５万円ということでございますが、そう

いったパンフレット等にもインフルエンザ等にお役立てをいただきたいということで記載もしており

ます。村民の周知等も必要でございますが、各町村はそういった子育て支援金が川場村と比べると非

常に低く、そういう状況の中でのインフルエンザ等の助成金もやっているということでございますの

で、今後、近隣市町村等々の支援状況も見極めながら検討してまいりたいということでございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） 角田文雄君。 

              〔８番 角田文雄君発言〕 

○８番（角田文雄君） ありがとうございました。 

 利根郡の昭和村、みなかみ町、片品村、既にこの年齢層対象に公費の負担をしております。その中

でも片品村は、子供たちの保護者までが補助対象になっているということでございます。先ほどの村

長の答弁の中にも前向きに検討していくということでございますので、川場村の子供たちが健康で明

るく育ち、川場の宝となるよう、インフルエンザ予防接種実施者に対して前向きに検討していただき、

公費負担の実現がかないますようお願いして質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） 以上で、８番角田文雄君の質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第１号 川場村の区の設置及び組織に関する条例の一部を改正する用例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第６、議案第１号 川場村の区の設置及び組織に関する条例の一部を改

正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 
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              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１号 川場村の区の設置及び組織に

関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 令和２年４月１日施行の改正地方公務員法により、区長が特別職非常勤職員から除外されたことに

伴い、条例第９条を削除するものであります。今後は、川場村と区長間において業務委託契約を締結

することとなります。また、第７条では、区長定例会の限定された日時を毎月１回と改め、運用に幅

を持たせるものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１号 川場村の区の設置及び組織に関する条例の一部を改正する条例についての

件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第２号 川場村第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第７、議案第２号 川場村第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２号 川場村第１号会計年度任用職

員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げ

ます。 

 第１号会計年度任用職員とは、いわゆるパートタイム会計年度任用職員であり、その時間外勤務報

酬について、改正前は週３８時間４５分の勤務時間を基準とし、それを超過した場合に支給されるも
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のとなっておりましたが、会計年度任用職員は、多様な職種、働き方が想定されるため、１日７時間

４５分を超過勤務の基準とするものに改めるものであります。あわせて、週休日勤務及び週休日を振

りかえたときの超過勤務の割り増しについても規定するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２号 川場村第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第３号 群馬県市町村公平委員会の共同設置について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第８、議案第３号 群馬県市町村公平委員会の共同設置についての件を

議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第３号 群馬県市町村公平委員会の共

同設置について、提案説明を申し上げます。 

 令和２年４月１日から、群馬県内の市町村、一部事務組合及び広域連合が効率的な公平委員会を運

営するため、川場村ほか３３団体が群馬県市町村公平委員会を共同設置することについて協議したい

ので、地方自治法第２５２条の７第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定によ

り提案するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第３号 群馬県市町村公平委員会の共同設置についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第４号 川場村公平委員会設置条例を廃止する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第９、議案第４号 川場村公平委員会設置条例を廃止する条例について

の件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第４号 川場村公平委員会設置条例を

廃止する条例について、提案説明を申し上げます。 

 群馬県市町村公平委員会が令和２年４月１日から設置されることから、川場村公平委員会設置条例

を廃止するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４号 川場村公平委員会設置条例を廃止する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第１０ 議案第５号 川場村交通指導員設置条例を廃止する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１０、議案第５号 川場村交通指導員設置条例を廃止する条例につい

ての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第５号 川場村交通指導員設置条例を

廃止する条例について、提案説明を申し上げます。 

 地方公務員法の一部改正により、令和２年４月１日から交通指導員が特別職非常勤職員から除外さ

れることから、川場村交通指導員設置条例を廃止するものであります。 

 条例廃止後は、交通指導員設置要綱を作成するとともに、従来報酬であったものを、報償費、いわ

ゆる有償ボランティアとして手当てするものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５号 川場村交通指導員設置条例を廃止する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第６号 川場村交通安全条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１１、議案第６号 川場村交通安全条例の一部を改正する条例につい

ての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第６号 川場村交通安全条例の一部を

改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 交通指導員設置条例が廃止され、かわって交通指導員設置要綱が整備されることから、引用部分を
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改めるものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６号 川場村交通安全条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第７号 川場村職員定数条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１２、議案第７号 川場村職員定数条例の一部を改正する条例につい

ての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第７号 川場村職員定数条例の一部を

改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 公平委員会の共同設置により、条文中の公平委員会を削除するとともに、教員等の職で廃止された

ものがあることから、見直しをするものであります。また、地方公務員法の改正により、臨時職員が

会計年度任用職員に変更になったことによるものであります。なお、全体の職員定数は変更の対象と

なってはおりません。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第７号 川場村職員定数条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第８号 川場村税条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１３、議案第８号 川場村税条例の一部を改正する条例についての件

を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第８号 川場村税条例の一部を改正す

る条例について、提案説明を申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、毎年度末に行われる国に税制改正を受け、地方税法や地方税法施

行令等の改正が行われます。それに伴い、川場村税条例の改正を行っているところでありますが、そ

の改正内容に条例や地方税法との表現に差異が見られることから、川場村税条例全体の見直しを行っ

た結果、条例の字句や常用漢字表等に基づく用字・用語等の整備を条例や地方税法との表現にそろえ

るため一部改正を行うものであります。 

今回の一部改正についてご理解をいただきますとともに、原案のとおりご承認くださいますよう

お願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） 確認させていただきたいんですけれども、この一部改正というのですかね、

文言を修正したということですけど、これは昨年の９月に補正で組まれていた９９万円を使ってやっ

たものでしょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 住民課長。 

              〔住民課長 宮田重雄君発言〕 

○住民課長（宮田重雄君） お答えさせていただきます。 

 そのとおりでございます。９月の補正で承認していただいた予算でやっております。以上です。 
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○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） これ大変分厚いものですけど、何年分ということでもないんでしょうけれ

ども、これで大体もう整理ができて、条例がきちんとなったということで、これは急遽去年の補正で

この９９万円ということですが、これから先はどういうふうにこの管理というのは進めていくんでし

ょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 住民課長。 

              〔住民課長 宮田重雄君発言〕 

○住民課長（宮田重雄君） お答えさせていただきます。 

 そこに、お手元にある完成分がもう川場村税条例の全てでございます。その中の見直しをさせてい

ただきました。 

 それから、今後の話ですけれども、毎年税制改正というのは年度末直前に政府のほうから示されて

改正が行われます。どこの町村でもそうですけれども、同時にこの時期、申告の業務を行っています。

そっちの申告の業務に人員をとられて、その改正分の関係の税条例の見直しがおろそかになってはい

けないんですけれども、そういう状況にあったというのは事実でございます。そんなことから支障が

あって、今回の見直しに入ったわけですけれども、今後においては、春の最近の税改正、かなり複雑

になってきております。専門家の指導をいただきながら、業務委託をしてその条例改正の案を作成し

て、適切に条例の改正を行っていきたい、そんなふうに考えております。以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） わかりました。文言って本当に難しくて、句読点一つ違っただけでも意味

が違ったりということなので、大変な重要な部分だとは思います。業務が重なったということで、ま

た複雑化してきた業務だということで、あえてこういうものが必要になってきたということで理解し

てよろしいでしょうか。以上で終わります。ありがとうございます。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第８号 川場村税条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 
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○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

ここで暫時休憩いたします。１０時３５分まで休憩いたします。 

 午前１０時１８分休憩  

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   午前１０時３５分再開 

○議長（小菅秋雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第９号 川場村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１４、議案第９号 川場村国民健康保険税条例の一部を改正する条例

についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第９号 川場村国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、川場村国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。国

民健康保険法第７７条では、市町村等は条例の定めるところにより、特別の理由がある者に対し保険

料を減免することができるとされています。 

 改正の内容は、刑事施設等に収容された被保険者に対し、保険税の減免適用時期を明確化するもの

で、減免は当該年度の税額のうち減免申請をした日以後に到来する納期に係る税額税ついて減免を適

用するという規定を追記するものであります。 

 今回の一部改正につついてご理解をいただきますともに、原案のとおりご承認くださいますようお

願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第９号 川場村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 
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○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第１０号 川場村印鑑条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１５、議案第１０号 川場村印鑑条例の一部を改正する条例について

の件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１０号 川場村印鑑条例の一部を改

正する条例についての提案説明を申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、令和元年法律第３７号「成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたことに伴い、総務省の印鑑登録

証明事務処理要領の一部改正が行われたことから、川場村印鑑条例の一部を改正するものであります。 

 改正の主なものは、成年被後見人から印鑑の登録等の届け出を受けた場合には、法定代理人が同行

し、かつ成年被後見人本人の申請または届け出があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有する

ものとして申請が可能となるものであります。また、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民

票の備考欄記載されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組み合わせたものであらわされてい

る印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑の登録は可能となるものであります。 

 今回の一部改正についてご理解をいただきますとともに、原案のとおりご承認くださいますようお

願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１０号 川場村印鑑条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第１１号 川場村議会の議決に付すべき事件に関する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１６、議案第１１号 川場村議会の議決に付すべき事件に関する条例
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についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１１号 川場村議会の議決に付すべ

き事件に関する条例の制定につきまして、提案説明を申し上げます。 

 現在、利根沼田地域が合同で定住自立圏形成に向け準備作業を進めているところでございますが、

本村と協定締結先である沼田市が定住自立圏形成協定を締結するに当たり、その制度根拠となります

定住自立圏構想推進要綱の中において、協定締結に際し議会の議決を経ることを要件としていること

から、本条例の制定についてご提案させていただくものであります。 

 原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１１号 川場村議会の議決に付すべき事件に関する条例についての件を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第１２号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１７、議案第１２号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する

条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１２号 川場村小口資金融資促進条

例の一部を改正する条例につきまして、提案説明を申し上げます。 

 小口資金を含む県制度融資に係る返済負担軽減の特例措置につきまして、令和元年３月末で廃止と

なる予定ですが、廃止後も売り上げ減少等の要件を満たす場合の借換制度を継続して実施していくた

めに改正するものであります。 
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 原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１２号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についての件を採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 議案第１３号 村営川場牧場の設置及び管理に関する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１８、議案第１３号 村営川場牧場の設置及び管理に関する条例につ

いての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１３号 村営川場牧場の設置及び管

理に関する条例について、提案説明を申し上げます。 

 本件は、村営川場牧場の設置に当たり、設置及び管理に関する事項を定めるために提案するもので

ありますが、農地を川場村が所有するためには、本条例の制定が必要となります。 

 概要につきましては、川場牧場の敷地は水源となる森林地区を含み、放牧地２８ヘクタールと山林

部分１７．９ヘクタールで、総面積は４５．９ヘクタールであります。業務といたしましては、草地

の放牧利用により牛等の育成を行い、畜産振興を図るため村営牧場の設置を行うものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 
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○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１３号 村営川場牧場の設置及び管理に関する条例についての件を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 議案第１４号 川場村監査委員条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１９、議案第１４号 川場村監査委員条例の一部を改正する条例につ

いての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１４号 川場村監査委員条例の一部

を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 地方自治法の一部を改正する法律により、令和２年４月１日から地方公共団体の監査委員は、監査

基準を策定し、これを公表することが義務づけられました。これに伴い、公表の方法等、条例に規定

すべき事項の整理をする必要があることから、条例の一部改正するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１４号 川場村監査委員条例の一部を改正する条例についての件を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 議案第１５号 村道路線の認定について 
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○議長（小菅秋雄君） 日程第２０、議案第１５号 村道路線の認定についての件を議題といたしま

す。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１５号 村道路線の認定について、

提案説明を申し上げます。 

 立岩地内で実施した小規模農村整備事業、道路整備工事完了に伴い、一路線を道路法第８条第２項

の規定により提案するものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１５号 村道路線の認定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 議案第１６号 川場村スポーツ施設（川場村体育館、川場村テニスコート、川場村ス

ポーツ公園）の指定管理者の指定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２１、議案第１６号 川場村スポーツ施設（川場村体育館、川場村テ

ニスコート、川場村スポーツ公園）の指定管理者の指定についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１６号 川場村スポーツ施設（川場

村体育館、川場村テニスコート、川場村スポーツ公園）の指定管理者の指定につきまして、提案説明

を申し上げます。 

 公の施設における指定期間の終了に伴い、新たに指定管理者の指定をするため、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により提案するものであります。 

 本件の指定管理者の候補としてご提案をさせていただきました株式会社田園プラザ川場は、ホテル
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田園プラザを含む周辺の観光レクリエーション施設の指定管理者であることから、施設を一体的に効

率よく管理することが期待されるところでございます。 

 なお、指定管理者の候補選定につきましては、本年１月２７日に開催をいたしました川場村指定管

理者選定委員会において選定をしております。 

 また、指定期間につきましては、令和２年４月１日より令和７年３月３１日までの５年間といたし

ます。 

 原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１６号 川場村スポーツ施設（川場村体育館、川場村テニスコート、川場村スポ

ーツ公園）の指定管理者の指定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 議案第１７号 川場村桐の木平キャンプ場の指定管理者の指定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２２、議案第１７号 川場村桐の木平キャンプ場の指定管理者の指定

についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１７号 川場村桐の木平キャンプ場

の指定管理者の指定につきまして、提案説明を申し上げます。 

 公の施設における指定の期間の終了に伴い、新たに指定管理者の指定をするため、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により提案するものであります。 

 本件の指定管理者の候補としてご提案をさせていただきました株式会社もりの遊苑地は、現在、指

定管理者として本施設を管理しており、施設の管理及び利用者の増加等実績を残していることから、

今後も施設の有効な利活用が期待されるところであります。 

 なお、指定管理者の候補の選定につきましては、本年１月２７日に開催いたしました川場村指定管
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理者選定委員会において選定をしております。 

 また、指定管理の期間につきましては、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間と

いたします。 

 原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１７号 川場村桐の木平キャンプ場の指定管理者の指定についての件を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 議案第１８号 通所介護施設「川場村老人デイサービスセンター」の指定管理者の指

定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２３、議案第１８号 通所介護施設「川場村老人デイサービスセンタ

ー」の指定管理者の指定についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１８号 通所介護施設「川場村老人

デイサービスセンター」の指定管理者の指定について、提案説明を申し上げます。 

 指定管理者の指定を提案する施設「川場村老人デイサービスセンター」は、平成１８年度から２７

年３月まで３年更新で、平成２７年度から５年更新で指定管理を川場村社会福祉協議会で受けて、管

理運営を行ってきました。 

 今回の指定は、川場村公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例第５条の規定に基

づいて、公募によらない指定管理者の候補者の選定により、候補者の選定を行っております。 

 今回の指定は、ことし１月２７日に開催された川場村指定管理者選定委員会において、指定管理者

として他の模範でもある川場村社会福祉協議会を候補者といたしまして選定をいたしました。 

 なお、指定期間につきましては、令和２年４月１日より令和７年３月３１日までの５年間といたし
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ます。 

 以上、提案説明を申し上げ、原案のとおりご決定くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１８号 通所介護施設「川場村老人デイサービスセンター」の指定管理者の指定

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２４ 議案第１９号 令和元年度川場村一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２４、議案第１９号 令和元年度川場村一般会計補正予算（第４号）

についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１９号 令和元年度川場村一般会計

補正予算（第４号）について、提案説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億６，０９６万４，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億５，９２１万３，０００円とするもので

あります。 

 歳入は、地方特例交付金２００万円、地方交付税２３３万３，０００円、財産収入３００万円など

を追加し、国庫支出金３，７９６万２，０００円、県支出金の１，８４１万６，０００円、寄附金８

００万円、繰入金９，４００万円、諸収入９５１万円を減額計上いたしました。 

 次に歳出ですが、歳出全般において職員給料及び職員手当などの不用になった予算の更正減を行い

ました。また、事業費の確定に伴う減額も行っております。 

 主なものとしては、第２款総務費は３，２７２万９，０００円を減額計上いたしました。企画費の

ふるさと納税特典経費、防災諸費の地域防災計画修正業務委託料の減額、財産管理費の基金積立金及

び聖火リレー関連経費は増額であります。 
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 第３款民生費は９８９万１，０００円を減額計上いたしました。老人福祉費の特別会計繰出金は増

額であります。 

第４款衛生費は１，００７万円を減額計上いたしました。予防費の予防接種委託料の減額であり

ます。 

第６款農林水費は、１，６３７万４，０００円を減額計上いたしました。土地改良総合整備事業

費の多面的機能支払交付金の減額であります。 

第７款商工費は１，７５０万７，０００円を減額計上いたしました。商工総務費のプレミアム付

き商品券販売換金業務委託料の減額であります。 

第８款土木費は５，６１４万９，０００円を減額計上いたしました。道路維持費の除雪ドーザ購

入費、橋梁費の橋梁補修設計業務委託料の減額であります。 

第１２款公債費は１，２６０万円を減額計上いたしました。地方債元利償還金の減額であります。 

 以上、概要を申し上げましたが、詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、提案説明とい

たします。 

○議長（小菅秋雄君） ここで休憩し、休憩中に担当課長の細部説明を求めます。 

   午前１１時０５分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   午前１１時２７分再開 

○議長（小菅秋雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これをもって、提案理由の説明及び細部説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） ページは２１ページになります。 

 １９の負担金補助金及び交付金の一番下になりますが、川場村移住支援事業補助金３００万円が全

額更正減ということですけれども、もう少し詳細に教えてください。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 戸部正紀君発言〕 

○むらづくり振興課長（戸部正紀君） お答えさせていただきます。 

 この移住支援の事業につきましては、県のほうの登録制になっておりまして、そこに企業も登録し、

応募者も登録するという制度になっております。村内に移住してきて、県内の登録してある事業所に

就職した場合には移住の支援を行うという制度で、ことしにつきましては、本年度につきましては該
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当者がなかったと、それで更正減ということでございます。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） 村内に移住した場合に支援をするという対象ということですけれども、川

場村自体が移住を呼びかけるということではどういうことをしているのかなということをずっと思っ

ていまして、これに関係して伺いたいんですけれども、去年、１１月２４日に体験型移住フェアとい

うのが東京交通会館のほうでございました。それを見ますと、群馬県下ほとんどの市町村がここに参

加していまして、その中に１カ所だけ川場村が参加していないというのがありました。移住支援とい

うことで、移住してからということもありますが、積極的に移住を呼びかけるという点では、どのよ

うな対応をしているのか。ましてこの、なんで川場村だけこの体験型移住フェアに参加していなかっ

たかをちょっと教えていただけますか。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 戸部正紀君発言〕 

○むらづくり振興課長（戸部正紀君） そのイベントに関して、フェアに関しても、欠席したときの

原因というのはちょっと今すぐにわからないんですが、全てに参加していないわけではなくて、中に

は県主催だったり、ほかの団体主催だったり、出席している場合もございます。それも、フェアも含

め、あとは分譲地対策だとか、総体的に我々のほうでは行っているところでございます。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田まり子さん。 

              〔４番 黒田まり子君発言〕 

○４番（黒田まり子君） ぜひ積極的にこういった体験型移住フェア、中を見てみると結構興味をそ

そるものがいっぱいあるので、ぜひこういうところにも川場が参加して、川場村のよさをアピールし

ていただけたらと思いました。関連でした、ありがとうございます。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１９号 令和元年度川場村一般会計補正予算（第４号）についての件を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２５ 議案第２０号 令和元年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に 

              ついて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２５、議案第２０号 令和元年度川場村国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２０号 令和元年度川場村国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出ともに１，１７１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を４億４，５４

６万９，０００円とするものであります。 

 主な歳入では、被保険者数は毎年減少しておりますが、所得の増加により保険税が８０８万７，０

００円の増額となり、都道府県支出金を５０１万８，０００円の増額、一般会計繰入金２９２万９，

０００円を減額するものであります。 

 また、歳出では療養給付費の増額に対応するため、保険給付費を１，２３０万円増額するとともに、

その他の項目につきましては、歳入歳出ともに額の確定した予算額の調整を行ったところであります。 

 なお、本予算案につきましては、去る２月２７日に開催されました川場村国民健康保険運営協議会

に諮問し、了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上

げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２０号 令和元年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

ての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２６ 議案第２１号 令和元年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２６、議案第２１号 令和元年度川場村介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２１号 令和元年度川場村介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出ともに６４８万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を４億５，

５０４万５，０００円とするものであります。 

 主な歳入では、保険料３２０万２，０００円を増額、国庫支出金２６０万５，０００円、支払基金

交付金５７万８，０００円及び県支出金２４４万６，０００円をそれぞれ減額し、繰入金を８３７万

２，０００円増額といたします。 

 また、歳出では要支援及び要介護認定者の変動等に対応するため、保険給付費を６４４万円増額し、

地域支援事業費の確定に伴う予算額の調整を行ったところでございます。 

 なお、本案につきましては、去る２月２７日に開催されました川場村介護保険運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、

提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２１号 令和元年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についての

採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第２７ 議案第２２号 令和元年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ 

              いて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２７、議案第２２号 令和元年度川場村後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２２号 令和元年度川場村後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出ともに６１１万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を８，９

００万４，０００円とするものであります。 

 歳入では、保険料２８５万５，０００円、繰入金を２９１万円、諸収入を３５万２，０００円それ

ぞれ増額いたします。 

 また、歳出では総務費を３６万５，０００円減額し、後期高齢者医療広域連合納付金の額の確定に

伴う予算額の調整を行ったところでございます。 

 慎重にご審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げまして、提案説明といた

します。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２２号 令和元年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２８ 議案第２３号 令和元年度川場村水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２８、議案第２３号 令和元年度川場村水道事業特別会計補正予算
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（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２３号 令和元年度川場村水道事業

特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を４，

３６７万９，０００円とするものであります。 

 歳入でありますが、水道新規加入金を４０万円追加し、水道使用料を３７３万３，０００円減額、

また、水道使用量が減少したため、水道事業基金繰入金３３３万４，０００円を追加するものであり

ます。 

 歳出については、総務管理費を３万５，０００円及び営繕費を２８万円それぞれ減額し、一般管理

費を３３万７，０００円追加するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月２７日に開催されました川場村上下水道運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２３号 令和元年度川場村水道事業特別会計補正予算（第２号）についての件を

採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２９ 議案第２４号 令和元年度川場村下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２９、議案第２４号 令和元年度川場村下水道事業特別会計補正予算

（第２号）についての件を議題といたします。 
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 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２４号 令和元年度川場村下水道事

業特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１

億９，１５６万５，０００円とするものであります。 

 歳入でありますが、下水道新規加入金を６０万円、下水道使用料を８万円、雑入６万４，０００円

をそれぞれ追加し、一般会計繰入金を９０万９，０００円減額するものであります。 

 また、歳出では公共下水道業務管理費を６万５，０００円及び公共下水道事業費を１０万円それぞ

れ減額するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月２７日に開催されました川場村上下水道運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑してください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２４号 令和元年度川場村下水道事業特別会計補正予算（第２号）についての件

を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３３ 議案第２５号 令和２年度川場村一般会計予算について 

◎日程第３４ 議案第２６号 令和２年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について 

◎日程第３５ 議案第２７号 令和２年度川場村介護保険事業特別会計予算について 

◎日程第３６ 議案第２８号 令和２年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について 

◎日程第３７ 議案第２９号 令和２年度川場村水道事業特別会計予算について 
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◎日程第３８ 議案第３０号 令和２年度川場村下水道事業特別会計予算について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第３３、議案第２５号 令和２年度川場村一般会計予算についての件か

ら、日程第３８、議案第３０号 令和２年度川場村下水道事業特別会計予算についての件までの６件

を一括議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２５号 令和２年度川場村一般会計

予算について、提案説明を申し上げます。 

 川場村第４次総合計画に掲げた村づくりの施策の実現を目指し、村の基本方針である「農業プラス

観光」に「環境」を加えた新たな施策の推進を図るとともに、新拠点構想元年として事業に重点を置

いた予算編成といたしました。 

さて、令和２年度の一般会計当初予算の総額は、２９億１１２万８，０００円で、前年度に比べ

５．７％、１億７，５０７万６，０００円の減であります。 

歳入の内訳を財源別で見ますと、村税の自主財源が９億７，９８５万８，０００円で、歳入全体

の３４％となります。 

地方交付税や国庫支出金等の依存財源が１９億２，１２７万円で、６６％を占めております。依

然として厳しい財政状況に変わりはありませんが、村税を中心とする自主財源の確保に努めてまいり

たいと思います。 

次に、歳出の内訳を性質別に見ますと、地方自治体の一般歳出のうち、支出することが制度的に

義務づけられている経費である義務的経費が１０億４３１万１，０００円で、歳出全体の３４．６％、

普通建設事業費などの投資的経費が４億６，５３８万９，０００円で、１６．１％、その他の経費が

１４億３，１４２万８，０００円で、４９．３％を占めております。投資的経費は、村道谷内生品線

道路改良事業、役場庁舎設計管理業務委託などを予定しておりますが、前年度費２８％の減となりま

した。 

具体的な項目に入りますが、歳入では、村税が３億６，３２２万２，０００円の計上であります。

収納実績を勘案し、前年度費０．６％の減であります。 

地方交付税は、１０億８，０００万円の計上で、前年同額であります。 

国庫支出金は、３億７，３２９万１，０００円の計上で、２５％の減、金額にして１億２，４３

０万円の減であります。社会資本整備総合交付金等の減によるものであります。 

県支出金は、１億７，６４２万８，０００円で、３０．８％の減であります。群馬県林業成長産

業化地域創出モデル事業、小規模農村整備事業の減によるものであります。 

寄附金は、１億１，５９３万７，０００円で、９０．３％の増であります。企業版ふるさと寄附

金の増によるものであります。 
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繰入金は、３億３，６００万円の計上で、２２．２％の増であります。財政調整基金、その他目

的基金の繰り入れを計上いたしました。 

村債は、１億６，９７０万円で、３４．６％の減であります。今年度は、道路整備に対しての公

共事業等債、臨時財政対策債を予定しております。 

歳出でありますが、地方自治法施行規則の改正により令和２年度より支出科目の節が変更されま

した。 

従来の７節賃金が廃止されたため、８節以降をそれぞれ繰り上げるものです。 

それでは、主なものを説明いたします。 

総務費では、川場村ホームページ更新委託料、ふるさと寄附金に伴う返礼品代や関係経費、高齢

者ＡＴ踏み間違い防止ペダル整備費補助金、地域おこし協力隊事業費、役場庁舎設計監理業務委託料

など計上いたしました。 

民生費では、社会福祉業務委託料、認定こども園運営費補助金など計上いたしました。また、国

民健康保険事業、後期高齢者医療及び介護保険事業、それぞれの特別会計への繰出金１億６，０８９

万８，０００円を計上しました。 

農林水産業費では、農道や水路整備のための小規模土地改良事業、竹林整備事業などを計上いた

しました。 

商工費では、企業誘致奨励金を計上いたしました。 

土木費では、村道谷地生品線の整備として、積算・業務監理委託料、橋梁工事請負費などの３億

２，８８５万９，０００円を計上いたしました。また、橋梁補修工事３，８００万円、下水道事業特

別会計への繰入金１億４，０４０万円を計上いたしました。 

教育費では、中学生海外派遣交流事業、中学校トイレ改修工事などを計上いたしました。 

次に、議案第２６号 令和２年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について、ご説明を申し

上げます。 

 日本の医療保険制度の中核として、国民健康保険制度は地域住民の医療の確保と健康増進に大きな

役割を果たしているところでございますが、各自治体の被保険者の所得等により保険税の保険者間格

差が生じております。こうした中、前年度より群馬県が給付の責任を担うこととなり、保険者の表記

が群馬県と川場村の連名となりました。 

 さて、令和２年度の予算編成でありますが、保険給付費等の支払い状況及び予定できる財源をもと

に、歳入歳出予算の総額を４億３，６９８万７，０００円といたしました。これは、前年度当初予算

と比較して３．２％の増となり、金額にして１，３６２万４，０００円の増額となります。増額の主

な理由としては、給付費の増額が予想されることから、保険給付費の増額によるものであります。 

 主な歳入では、国民健康保険税が９，８０２万４，０００円と前年度に比べ９０万６，０００円の

増額となりました。この保険税を１世帯当たりに換算しますと、およそ２０万４，０００円に、１人
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当たりでは１０万８，０００円程度の税負担となります。 

 このほかに、都道府県支出金が３億６０８万３，０００円、繰入金が３，２８１万５，０００円と

なります。 

 一方、歳出でありますが、歳出予算の６８．４％を占める保険給付費が２億９，８７４万６，００

０円と前年度に比べ１，８６５万７，０００円の増額といたしました。 

 次に、国民健康保険事業納付金につきましては、医療給付費分として８，５０１万円、後期高齢者

支援金等分として２，７５１万円、及び介護保険事業の財源に充てる介護納付金分に１，０５０万円、

保健事業費では特定健康診査費に５５８万９，０００円計上いたしました。 

 以上が令和２年度予算の概要でありますが、生活習慣病を予防するための食生活の改善や、病気を

事前に予防するための保健事業に力を入れ、医療費の削減に努めていきたいと思います。 

次に、議案第２７号 令和２年度川場村介護保険事業特別会計予算について、ご説明申し上げま

す。 

 介護保険事業は、介護を必要とする方を社会全体で支え、利用者の選択による総合的なサービスを

安心して受けられる制度として平成１２年に発足をいたしました。 

 さて、令和２年度の予算でありますが、保険給付費等の支払い状況をもとに歳入歳出予算の総額を

４億５，１１５万９，０００円といたしました。これは、前年度当初予算と比較して約１１．３％、

金額で４，５６６万６，０００円の増額となります。 

 主な歳入は、６５歳以上の第１号被保険者の方に負担していただく介護保険料が９，０４０万３，

０００円で、前年度に比べ０．９％、金額にして８４万１，０００円の増額となっております。これ

は、村内の被保険者１人当たりに換算してみますと、年額でおよそ８万１，０００円の負担となるも

のであります。 

 また、４０歳から６４歳までの第２号被保険者が負担している社会保険診療報酬支払基金からの交

付金は１億１，１２６万３，０００円で歳入全体の２４．７％を占めております。 

 次に、原則として介護給付費の２５％を負担することになっております国庫支出金が１億２７５万

５，０００円、一般会計及び基金からの繰入金が８，２６０万円、県支出金の６，４０２万６，００

０円が主な歳入となります。 

 一方、歳出でありますが、歳出全体の８８％を占めております保険給付費が３億９，８６０万７，

０００円と、前年度に比べ３，８７５万４，０００円の増額となっております。この保険給付費を村

の要介護及び要支援認定者の利用額に換算してみますと、１人当たり年額でおよそ１８８万９，００

０円となるものであります。 

 このように、保険給付費は今後の高齢化の進行により年々増加傾向にありますが、介護が必要にな

っても、できる限り自立した生活ができますよう、介護保険を利用されている高齢者の皆さんに信頼

される介護保険事業であるよう今後とも努力をしてまいりたいと思います。 
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 次に、議案第２８号 令和２年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について、ご説明を申し上げ

ます。 

 平成２０年度から発足し、高齢者医療を支えている後期高齢者医療特別会計予算でありますが、歳

入歳出ともに予算の総額を前年比９．３％減となる８，７９１万５，０００円といたしました。 

 主な歳入でありますが、７５歳以上の被保険者の方から納めていただきます保険料が２，９４９万

９，０００円と前年度に比べ２９４万８，０００円の増額となっております。この保険料の負担割合

は、県内市町村は全て同率となっておりますが、村内の被保険者が納めることとなる１人当たりの保

険料に換算してみますと、年間でおよそ５万２，０００円になります。 

 次に、歳出でありますが、事務費分となる総務費の４５３万９，０００円を除きますと、残りの予

算額のほとんどを占める後期高齢者医療広域連合への納付金が８，２９２万５，０００円となるもの

であります。 

 以上が令和２年度予算の概要でありますが、今後もこの制度が現役世代と高齢者がともに支え合う

医療制度として村民の福祉と健康の増進につながりますよう、ご指導とご協力をお願い申し上げます。 

 次に、議案第２９号 令和２年度川場村水道事業特別会計予算について、提案説明を申し上げます。 

 水道事業の推進については、生活用水の安定供給と安全な飲料水確保のため、今後、長寿命化計画

を策定して施設及び管路の維持に努めてまいりたいと思います。 

 さて、令和２年度の予算でありますが、総額で５，５１１万９，０００円となり、対前年度比プラ

ス３３．７％で１，３８８万２，０００円の増額となります。 

 歳入でありますが、主な財源は水道使用料が３，７７６万５，０００円で歳入総額の６８．５％を

占めております。そのほか、一般会計繰入金を７１万３，０００円、公営企業法適用のための支援業

務資金として村債を１，５００万円計上いたしました。 

 次に、歳出の主な内容ですが、金山平浄水場等施設運転管理経費として１，１，１０５万５，００

０円、公営企業法適用支援業務委託料として１，５０８万１，０００円、料金徴収システム使用料４

５８万１，０００円を計上いたしました。 

 また、公債費の地方債元利償還金１４２万６，０００円を計上いたしました。 

 なお、不測の事態に備えて、予備費に１００万円を計上しております。 

 次に、議案第３０号 令和２年度川場村下水道事業特別会計予算について、提案説明を申し上げま

す。 

 下水道事業の推進については、平成４年度から開始され、管渠整備はほぼ完了に至っております。 

 今後においては、埋設された管渠や浄化センター及びポンプ施設の維持管理業務に努めてまいりま

す。早期に整備された施設や機械器具については、耐用年数を迎えるものもあることから、平成２８

年度から国の補助を受け、施設の長寿命化計画の策定に着手し、令和２年度においても継続して実施

をいたします。国の法改正によりまして、公営企業会計への移行を令和５年度までに実施したいと考



－45－ 

えております。 

 また、あわせて下水道事業特別会計のさらなる健全化に向け、加入率の向上に取り組みたいと考え

ております。 

 さて、令和２年度の予算でありますが、総額で２億２，５５２万２，０００円となり、対前年度比

１９．６％、額にして３，６９６万１，０００円の増額であります。 

 歳入でありますが、下水道使用料２，９９１万６，０００円、管路等の長寿命化計画策定及び耐震

工事等に伴う国庫補助金を２，４６３万５，０００円、公営企業法適用のための支援業務及び耐震工

事資金として村債を２，９００万円計上いたしましたが、主たる財源は一般会計からの繰入金１億４，

０４０万円となっており、歳入総額の８６％が特定財源に依存する状況になっております。 

 歳出の主な内容ですが、公営企業法適用支援業務委託料として１，５０８万１，０００円、処理場

管渠管理費として３，３４１万５，０００円、建設事業費として耐震改築工事及び管路の長寿命化計

画策定経費５，３６２万円を計上しました。また、地方債の元利償還金として１億２，０９８万円を

計上いたしました。 

 今後も、未加入者の加入促進を図り、自主財源の確保に努めるとともに、水源地域であることを自

覚し、水質保全と生活環境整備のため事業を進めてまいります。 

 なお、後期高齢者医療特別会計以外の特別会計予算につきましては、去る２月２７日に開催されま

した各種運営協議会に諮問し、了承を得ておりますことを申し添え、細部につきましては担当課長か

ら説明を申し上げます。 

よろしく審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、提案説明とい

たします。 

○議長（小菅秋雄君） ここで暫時休憩いたします。 

   午後 ０時０８分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   午後 １時３０分再開 

○議長（小菅秋雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで、再度休憩し、休憩中に担当課長の細部説明を求めます。 

   午後 １時３１分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   午後 ２時１７分再開 

○議長（小菅秋雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これをもって、提案理由の説明及び細部説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 日程第３３、議案第２５号 令和２年度川場村一般会計予算についての件から、日程第３８、議案
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第３０号 令和２年度川場村下水道事業特別会計予算についての件までの６件については、予算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２５号から議案第３０号までの６

件については予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（小菅秋雄君） 引き続いて、予算審査特別委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 予算審査特別委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、お手元に配付した名

簿のとおり指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。したがって、予算審査特別委員はお手元に配付した名

簿のとおり選任することに決定しました。 

 予算審査特別委員会を、委員会条例第９条第１項の規定により本日の会議終了後、特別委員会室に

おいて開催いたします。 

 ただいま議題となっております議案第２５号から議案第３０号までの６件につきましては、本日は

提案理由の説明のみでありますので、ご了承願います。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散  会 

○議長（小菅秋雄君） これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、３月１１日は、議事の都合上、午後１時３０分から本会議を開催いたしますので、定刻まで

にご参集ください。 

 本日は、これにて散会いたします。 

   午後 ２時２０分散会 

 


